
 - 292 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 編 
 

 

 

 

 

開 発 許 可 申 請 の 手 引 き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 293 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 294 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 章 
 

 

 

 

 

日向市都市計画法施行細則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 295 -

第１章 日向市都市計画法施行細則 
 

日向市都市計画法施行細則 

                  （平成 20 年 7 月 28 日規則第 31 号） 

 

日向市都市計画法施行細則(平成 12 年日向市規則第 10 号)の全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第 1 条  この規則は、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。)、

都市計画法施行令(昭和 44 年政令第 158 号。以下「令」という。)及び都市計画法施

行規則(昭和 44 年建設省令第 49 号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

(開発行為許可申請書の添付図書) 

第 2 条  法第 30 条第 1 項の申請書には、同条第 2 項に規定するもののほか、次に掲

げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発

行為(開発区域の面積が 1 ヘクタール未満のものに限る。)許可の申請の場合にあって

は、第 3 号及び第 4 号に掲げる書類を添付することを要しない。 

(1) 開発区域内の土地及び建物の登記事項証明書、登記関係一覧表及び地図(不動産登

記法(平成 16 年法律第 123 号)第 14 条第 1 項の地図又は同条第 4 項の地図に準ずる図

面をいう。以下同じ。)の写し 

(2) 開発区域内の土地の現況写真 

(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書、所得税(申請者が法人の場合にあっては、

法人税)の納税証明書及び履歴書(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証

明書) 

(4) 工事施行者の工事能力に関する申告書及び工事施行者が法人の場合にあっては、

法人の登記事項証明書 

(5) 市街化調整区域に係る開発行為について法第 29 条第 1 項の許可の申請をする場合

にあっては、当該申請に係る開発行為が法第 34 条各号のいずれかに該当することを

証する書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(既存の権利の届出) 

第 3 条  法第 34 条第 13 号の規定による届出は、既存の権利者であることの届出書に

次に掲げる図書を添付して市長に提出することにより行うものとする。 

(1) 開発区域内の土地の登記事項証明書及び地図の写し 

(2) 開発区域内の土地の現況写真 

(3) 建築しようとする建築物が自己の居住若しくは業務の用に供しようとするもので

あること又は建設しようとする第 1 種特定工作物が自己の業務の用に供するものであ

ることを証する書類 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(変更許可申請書の添付図書) 
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第 4 条 法第 35 条の 2 第 2 項の申請書には、省令に規定するもののほか、第 2 条各

号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しな

ければならない。 

(軽微な変更の届出) 

第 5 条  法第 35 条の 2 第 3 項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出

書を市長に提出することにより行うものとする。 

(工事着手の届出) 

第 6 条  法第 29 条第 1 項又は第 2 項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係

る工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届を市長に提出しなければならない。 

(許可標識の設置) 

第 7 条  法第 29 条第 1 項又は第 2 項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係

る行為の着手の日から完了の日まで、当該許可に係る行為を行う場所で公衆に見やす

い位置に、当該許可を受けたことを証する標識を設置しなければならない。 

(工事完了公告前の建築物の建築等の承認申請) 

第 8 条  法第 37 条第 1 号の規定による承認を受けようとする者は、開発行為に関す

る工事完了公告前の建築物の建築(特定工作物の建設)承認申請書に次に掲げる図書

を添付して市長に申請しなければならない。 

(1) 開発区域内の土地に係る土地利用計画図(開発許可を受けた開発区域内における

建築物の建築予定地又は特定工作物の建設予定地を明示したもので、縮尺 500 分の 1

以上のもの) 

(2) 開発区域内の土地及び建築しようとする建築物又は建設しようとする特定工作物

の敷地の現況写真 

(3) 建築しようとする建築物又は建設しようとする特定工作物の配置図及び構造図 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(建築物の特例許可の申請) 

第 9 条  法第 41 条第 2 項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物

特例許可申請書に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

(1) 建築物概要書 

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもので、縮尺

2,500 分の 1 以上のもの) 

(3) 敷地現況図(敷地の境界及び建築物の位置を明示したもので、縮尺 500 分の 1 以上

のもの) 

(4) 建築物平面図(縮尺 200 分の 1 以上のもの) 

(5) 建築物立面図(許可の申請が建築物の高さに係る場合に限り、縮尺 200 分の 1 以上

のもの) 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(予定建築物以外の建築等の許可の申請) 

第 10 条  法第 42 条第 1 項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建

築物等以外の建築等許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付して市長に申請しな

ければならない。 

(建築物の新築等の許可申請書の添付書類) 

第 11 条  省令第 34 条第 1 項の許可申請書には、同条第 2 項に規定するもののほか、

次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 新築、増築、改築若しくは用途の変更をしようとする建築物又は新設しようとす

る第 1 種特定工作物の敷地の登記事項証明書及び地図の写し 
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(2) 前号の敷地の現況写真 

(3) 第 1 号の建築物又は第 1 種特定工作物が令第 36 条第 1 項第 3 号イからホまでのい

ずれかに該当することを証する書類 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

(許可に基づく地位の承継の届出) 

第 12 条  法第 44 条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、地位承

継届出書に当該地位を承継したことを証する書類を添えて市長に届け出なければな

らない。 

(許可に基づく地位の承継の承認の申請) 

第 13 条  法第 45 条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位

承継承認申請書に、土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得

したことを証する書類及び法第 33 条第 1 項第 14 号の同意を得ていることを証する書

類を添付して市長に申請しなければならない。 

(開発登録簿の閲覧) 

第 14 条  省令第 38 条の開発登録簿閲覧場所は、建設部建築住宅課とする。 

2 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、毎日(日向市の休日を定める条

例(平成 2 年条例第 10 号 )第 2 条第 1 項に規定する市の休日を除く。)午前 9 時から午

後 4 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)とする。 

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、

臨時に登録簿を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。 

4 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書を市長に提出しなければならない。 

5 登録簿を閲覧しようとする者は、登録簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはなら

ない。 

6 市長は、前 2 項の規定に違反した者、係員の指示に従わない者又は登録簿を汚損し、

若しくは破損するおそれがあると認められる者に対して閲覧を拒否し、又は中止させ

ることができる。 

7 閲覧を終わった者は、閲覧した登録簿の検査を受けなければならない。 

(登録簿の写しの交付の請求) 

第 15 条  法第 47 条第 5 項の規定による登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、

開発登録簿の写しの交付請求書を市長に提出しなければならない。 

(建築許可申請書の添付図書) 

第 16 条  省令第 39 条第 2 項第 3 号の図書は、建築物を建築しようとする土地の付近

の見取図並びに建築しようとする建築物の平面図及び立面図とする。 

(都市計画事業地内の建築等の許可の申請) 

第 17 条  法第 65 条第 1 項の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内の建築等

の許可申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 付近見取図(法第 4 条第 15 号に規定する都市計画事業として認可された区域を表

示し、方位、道路並びに許可の申請に係る行為をしようとする土地(以下「行為地」

という。)及び行為地について目標となる地物を明示すること。) 

(2) 配置図(縮尺、方位、行為地の境界及び行為地内における許可の申請に係る行為の

対象物(以下「行為対象物」という。)の位置並びに行為地に接する道路の位置及び幅

員を明示すること。) 

(3) 行為対象物の平面図、立面図及び断面図(縮尺及び主要部分の材料の配置を明示す

ること。) 
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2 市長は、前項の許可申請書の提出があった場合において、当該申請を許可するとき

は都市計画事業地内の建築等の許可通知書により、許可しないときは都市計画事業地

内の建築等の不許可通知書により当該申請をした者に対し通知するものとする。 

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の申請) 

第 18 条  省令第 60 条に規定する書面の交付を受けようとする者は、開発行為又は建

築に関する証明書等の交付申請書に、次の表の左欄に掲げる書面の種類に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める図書を添えて市長に申請しなければならない。 

書面の種類 添付図書 

 １建築物等を建築するに際し、当該

土地利用計画の内容が法第 4 条第 12

項に規定する開発行為に該当しない

ことを証する書面 

(1（１) 開発区域内の土地の位置図、現況を表

す図面及び求積図 

(2（２) 前号の土地に係る土地利用計画図 

(3（３) 第 1 号の土地の登記事項証明書及び地

図の写し 

(4（４) 現況写真 

 ２法第 29 条第

1 項若しくは第

2 項又は法第 35

条の 2 第 1 項の

規定に適合し

ていることを

証する書面 

法第 29 条第 1 項若し

くは第 2 項又は法第

35 条の 2 第 1 項の許

可を受けている場合 

(1（１) 開発区域内の土地の位置図 

(2（２) 前号の土地に係る土地利用計画図 

法第 29 条第 1 項各号

又は第 2 項各号のい

ずれかに該当する場

合 

(1（１) 開発区域内の土地の位置図、現況を表

す図面及び求積図 

(2（２) 前号の土地に係る土地利用計画図 

(3（３) 第 1 号の土地の登記事項証明書及び地

図の写し 

(4（４) 法第 29 条第 1 項各号又は第 2 項各号の

いずれかに該当することを証する書面 

 ３法第 41 条第 2 項の規定に適合して

いることを証する書面 

(1（１) 開発区域内の土地の位置図及び求積図 

(2（２) 建築物の配置図、立面図及び求積図 

 ４法第 42 条第 1 項の規定に適合して

いることを証する書面 

(1（１) 開発区域内の土地の位置図 

(2（２) 建築物又は特定工作物の配置図及び平

面図 

 ５法第 43 条第

1 項の規定に適

合しているこ

とを証する書

面 

法第 43 条第 1 項の許

可を受けている場合 

(1（１) 土地の位置図 

(2（２) 建築物又は第 1 種特定工作物の配置図

及び平面図 

建築物の新築、改築若

しくは用途の変更又

は第 1 種特定工作物

の新設が法第 43 条第

1 項各号のいずれか

に該当する場合 

(1（１) 土地の位置図及び求積図 

(2（２） 建築物又は第 1 種特定工作物の配置図、

平面図及び構造図 

(3（３) 第 1 号の土地の登記事項証明書及び地

図の写し 

(4（４) 建築物が法第 29 条第 1 項第 2 号若しく

は第 3 号に該当し、又は建築物の新築、改築若

しくは用途の変更若しくは第 1 種特定工作物

が法第 43 条第 1 項各号のいずれかに該当する

ことを証する書面 
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 ６法第 53 条第 1 項の規定に適合して

いることを証する書面 

(1（１) 土地の位置図 

(2（２) 建築物の配置図、平面図、立面図及び

構造図 

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める図書を前項の申請書に添付させ

ることができる 

(申請書等の提出部数) 

第 19 条  法、令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する申請書等の提出部

数は、別に定めるものを除き、1 部とする。 

(公告の方法) 

第 20 条  法に基づき市長が行う公告は、市役所掲示場に掲示して行うものとする。 

(監督処分の標識の設置) 

第 21 条  法第 81 条第 3 項の標識は、別に定める様式によるものとする。 

(身分証明書) 

第 22 条  法第 27 条第 1 項及び第 2 項並びに法第 82 条第 2 項に規定する証明書は、

別に定める様式によるものとする。 

(様式) 

第 23 条  この規則の施行に関し必要な様式は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 20 年 8 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 3 年 1 月 14 日規則第 1 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


